
- 1 - 
 

【この説明書は全 27 ページです】 

【令和７年 確定申告書の作成について】 

パソコンを利用して国税庁確定申告書等作成コーナーの画面で申告書を

作成し、確定申告書を提出（郵送・持参等）する方法について（説明書） 

 

 

確定申告書の提出にあたり、パソコン上で国税庁の確定申告書等作成コーナー（令和７年分）

を利用して書面を作成し、その書面を提出（郵送）して確定申告を行う方法についてご説明し

ます。 

確定申告書作成コーナーは、画面の指示に従い、手元にある数字を入力することにより申告

書が作成されますので、自分で計算する必要はありません。所得税の還付金額は作成中に表示

されます。 

また、税額控除と所得控除のいずれか有利な方が計算過程で自動的に選択されます。すべて

の入力が完了すると、提出する申告書を印刷することができます。この出力された申告書を提

出（郵送）することで確定申告を行うことができます。 

さらに、住民税の寄附金控除の手続きは、所得税の確定申告の過程で行うことができます。 

なお、現在国税庁はマイナンバーカード取得者に対して、ｅ－Ｔａｘを利用した提出（送信）

を推奨していますので、提出方法については各自のご判断で選択してください。 

 

◆確定申告の期間：２０２６年２月１６日(月)～３月１６日(月) 

 

◆確定申告書作成時に必要なもの： 

・マイナンバーカード（カード未取得者はマイナンバーがわかるもの） 

・源泉徴収票（令和７年） 

・寄付金領収書 

・税の証明書※ 

・銀行口座がわかるもの 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※ 税の証明書 

事務局より送付された「～ご寄付をいただいた皆様へ～」（「特定公益増進法人であること

の証明書」と「税額控除に係る証明書」）を寄付金領収書とともに申告時に提出します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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〇確定申告と年末調整 

確定申告と年末調整は、ともに年間の所得税額を確定する手続きですが、確定申告は、最終

的に所得税額を確定する手続きになります。【確定申告＞年末調整】 

所得税の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が自治体へデータで送信されますの

で、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。そのため、確定申告書の「住民税に

関する事項」（下記１～８）は忘れずにご記入ください。記入をしないと、年末調整で反映され

ていた事項が確定申告により反映されなくなり、住民税の税額が増えてしまう場合もあります

ので、ご注意ください。 

住民税の税額は、所得税の申告書に記載された事項を基に市区町村が税額を計算してそれぞ

れ納税者に通知することになっています。 

住民税の寄附金控除の対象となる自治体にお住まいの方はもとより、住民税の寄附金控除対

象外の自治体にお住まいでも、該当する事項がある方は必ずご記入ください。 

 

「住民税に関する事項」 

１ 同一生計配偶者がいる方 

２ 16 歳未満の扶養親族がいる方 

３ 給与・公的年金以外の所得がある方 

４ 配当所得がある方 

５ 非居住者期間がある方 

６ 配当割額控除がある方 

７ 寄附金税額控除がある方 

８ 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族がいる方 
 

＊確定申告は税務署に提出することで成立しますので、パソコン上での画面操作は、何回 

訂正しても大丈夫です。 

＊この説明書は給与所得が１か所（東海大学）で年末調整の内容は変更せず寄附金控除のみ 

を追加申告する場合の説明です。 

他の収入がある方、他の控除があるなど、条件が異なる方は、適宜選択肢を追加・変更して 

進めてください。ご不明な点は、所轄の税務署等にご相談ください。 

 

この説明での事例（データ）  
 
 
 
 
 
 

東海 太郎（トウカイ タロウ）  男  昭和 60 年 12 月 12 日生まれ  

郵便番号：２５９－１１４３  住所：神奈川県伊勢原市下糟屋１－２－３ 

電話番号：０４６３－９３－１１１１（勤務先）  世帯主：本人 

■収入は学校法人東海大学からの給与のみで支給総額：8,406,589 円 

所得控除の合計額：2,057,700 円  源泉徴収税額：463,600 円 

住宅借入金等特別控除の額：記載なし   

■学校法人東海大学（東京都渋谷区富ヶ谷 2-10-2）に 

令和 7 年 11 月 1 日に 200,000 円を寄付した 

■16 歳未満の扶養親族（東海 花子 平成 28 年 7 月 7 日生まれ）がいる 
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（注意事項） 

＊寄付：一般用語（新聞用語）、寄附：法律用語です。この画面の説明に関しては、 

「寄附」を用いています。 

＊画面の説明で、「クリック」、「選択」、「チェック」等する箇所は□で示します。 

  説明上、一部では色を変更している場合があります。 

 

（１） 所得税の「令和７年分 確定申告特集」確定申告書等の作成 はこのページです。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/ 

「確定申告書等作成コーナー」を選択⇒（２） 

 
 

 ＊本ページの□タイトル内のＵＲＬを入力すると「令和７年分確定申告特集-国税庁」のトップ 

ページ」が表示されます。 

確定申告情報＞確定申告書等を作成する 確定申告書等作成コーナーはこちら を選択すると上記 

画面に移ります。 

 

 

 

 

国税庁ホームページ＞令和７年分確定申告特集 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 
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（２）「作成コーナートップ」のページ 

「作成開始」を選択⇒（３） 

（途中で保存したデータを利用して作成再開する場合や、過去の作成データを利用して 

新規作成する場合は「保存データを利用して作成」を選択） 

 

 

 

（３）「税務署への提出方法の選択」のページ １／２ 

提出方法に関する質問 

① マイナンバーカードをお持ちの場合 「はい」「いいえ」を選択⇒（４） 
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（３）「税務署への提出方法の選択」のページ ２／２ 

   提出方法に関する質問 

② マイナンバーカードをお持ちでない場合 「いいえ」を選択⇒（４） 

 

 

 

（４）「税務署への提出方法の選択」のページ ＞「提出方法の選択」 

この説明書では「書面」を選択⇒（５） 
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（５）「税務署への提出方法の選択」のページ ＞「確認」画面の表示 

「このまま次へ進む」を選択⇒（６） 

 

 

 

（６）「税務署への提出方法の選択」のページ ＞「書面申告を選択された方へ」アンケート画面の表示 

「アンケート①～④」の回答を各自入力して「このまま次へ進む」を選択⇒（７） 

（アンケートに回答しないと先に進めません。） 
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（７）「税務署への提出方法の選択」のページ ＞「確認」画面の再表示 

「このまま次へ進む」を選択⇒（８） 

 

 

 

（８）「申告書等印刷を行う前の確認」のページ １／２ 
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（８）「申告書等印刷を行う前の確認」のページ ２／２ 

「利用規約に同意して次へ」を選択⇒（９） 

 

 

 

（９）「作成する申告書等の選択」のページ 

「令和７年分の申告書等の作成」を選択⇒（１０） 
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（１０）「作成する申告書等の選択」のページ  

「所得税」を選択⇒（１１） 

 

 

 

（１１）「ｘｍｌデータの読込」のページ  

そのまま「次へ」を選択⇒（１２） 
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（１２）「申告する所得の選択等」のページ １／３ 

   「本人情報の確認」生年月日：プルダウン、「申告する所得の選択」給与等、該当欄に☑  

＊ここでは事例の「申告者本人の生年月日：昭和 60（1985）年 12 月 12 日」を入力 

「給与収入がある方、年金収入がある方、退職金を受け取った方：給与」に☑ 

 

 

 

（１２）「申告する所得の選択等」のページ ２／３ 

「申告する所得に関する質問」給与所得に関する質問（源泉徴収票、年末調整等）について回答 
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（１２）「申告する所得の選択等」のページ ３／３ 

「申告する所得に関する質問」給与所得に関する質問（源泉徴収票、年末調整等）について回答 

「次へ」を選択⇒（１３） 

 

 

 

（１３）「給与所得の入力」ページ １／３  

「給与所得の源泉徴収票の入力」ご自身の源泉徴収票を確認しながら A～D を入力 

＊ここでは事例の「A 支払金額：8,406,589 円」「C 所得控除の額の合計額：2,057,700 円」 

「D 源泉徴収税額：463,600 円」を入力 
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（１３）「給与所得の入力」ページ ２／３ 

「E 住宅借入金等特別控の除：記載なし」、「F 所得金額調整控除額：記載なし」を選択 

 

 

 

 

（１３）「給与所得の入力」ページ ３／３ 

「給与所得の源泉徴収票の入力」ご自身の源泉徴収票を確認しながら A～H を入力 

入力後「入力終了」を選択⇒（１４） 

「G 支払者の住所（居所）又は所在地：東京都渋谷区富ヶ谷２－１０－２」 

「H 支払者の氏名又は名称：学校法人東海大学」を入力 
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（１４）「所得・控除の入力」のページ ＞「計算結果」画面の表示 

        自動計算された所得金額等が表示されます。 

「閉じる」を選択⇒（１５） 

 

 

 

（１５）「所得・控除の入力」のページ １／３＞「選択された所得の入力」 

    給与所得 ○✔入力ありで表示されています。 
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（１５）「所得・控除の入力」のページ ２／３＞「支出に関する控除の入力」 

    「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」を選択⇒（１６） 

 

 

 

 

（１６）「所得・控除の入力」のページ ３／３＞「支出に関する控除の入力」 

寄附金控除等の入力 ＞ 寄附金受領証明書等の入力 

    「＋証明書等の内容を入力する」を選択⇒（１７） 
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（１７）「所得・控除の入力」のページ ３／３＞「支出に関する控除の入力」 

寄附金控除等の入力 ＞「寄附金受領証明書等の入力１件目」  

    ご自身の寄附金について入力します。プルダウンで選択又は必要事項を入力してください。 

「入力内容の確認」を選択⇒（１８） 

    ＊ここでは事例の「寄附年月日：令和 7(2025)年 11 月 1 日」「寄附金の種類：公益財団法人、 

  公益社団法人又は学校法人等に対する寄附金」「寄附金の種類の詳細：住所地の都道府県及び 

市区町村の両方が条例により指定した寄附金」「寄附金の金額：200,000 円」「寄附先の所在地 

：東京都渋谷区富ヶ谷２－１０－２」、「寄附先の名称：学校法人東海大学」を入力

 

 

 

領収書の日付を入力してください。 

東海大学宛の寄附金の場合 

住民税の寄附金控除を行っている自治体について

は、学校法人東海大学＞基金・寄付金＞寄付金の 

税制上の優遇措置について＞住民税の寄付金控除 

https://www.tokai.ac.jp/donation/merit

/をご確認ください。 

不明な場合は、お住いの都道府県・市区町村にお問

合わせください。 
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（１８）「所得・控除の入力」のページ ３／３＞「支出に関する控除の入力」 

寄附金受領証明書等の一覧 ＞ 寄附金受領証明書等の入力 

    入力結果が表示されます。必要に応じて訂正・追加してください。 

内容確認後「入力終了」を選択⇒（１９） 

 

 

（１９）「所得・控除の入力」のページ＞「計算結果」画面の表示 

        自動計算された控除額が表示されます。 

「閉じる」を選択⇒（２０）

（２ 



- 17 - 
 

（２０）「所得・控除の入力」のページ＞「支出に関する控除の入力」 

    「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除 ○✔入力あり」で表示されています。 

 

 

 

 

（２１）「所得・控除の入力」のページ 

 すべての入力・確認が終了したら「次へ」を選択⇒（２２） 

 



- 18 - 
 

（２２）「計算結果の確認」ページ １／２ 

        これまで自動計算された内容が表示されます。 

 
 
 

（２２）「計算結果の確認」ページ ２／２ 

        内容を確認して「次へ」を選択⇒（２３） 

＊入力内容に修正がある場合は、該当ページに戻り、再度入力をしてください。 
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（２３）「還付方法等の入力」のページ＞「還付金の受取方法」 

「還付金の受取方法」の各項目を入力、「次へ」を選択⇒（２４） 

＊ここでは「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」⇒「金融機関名等：三菱ＵＦＪ銀行」 

「本支店名等；平塚支店」、「預金種類：普通預金」、「口座番号：1234123」を入力 

「公金受取口座の登録について（マイナポータル）：登録しない（別の口座を登録済み）」を選択 
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（２５）「財産債務調書、住民税等に関する事項」のページ １／２ 

「財産債務調書の作成」確認事項に該当する場合は✔入力 

 

 

（２５）「財産債務調書、住民税等に関する事項」のページ ２／２ 

「住民税に関する事項の選択・入力」の該当項目を選択後入力 

「１６歳未満の扶養親族に関する入力を行う」に☑「入力する」を選択⇒（２６） 
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（２６）「住民税等に関する事項」のページ  

16 歳未満の扶養親族の一覧 

「＋１６歳未満の扶養親族を入力する」を選択⇒（２７） 

 

 

 

 

（２７）「住民税等に関する事項」のページ 

16 歳未満の扶養親族の入力 1 人目 16 歳未満の扶養親族の基本情報を入力後「入力内容の確認」

を選択⇒（２８） 

＊ここでは事例の「扶養親族の氏名：東海 花子」、「続柄：子」「生年月日：平成 28(2016)年 7 月

7 日」を入力 
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（２８）「住民税等に関する事項」のページ 

    入力結果が表示されます。内容を確認後「入力終了」を選択⇒（２９） 

 

 

 

 

（２９）「住民税等に関する事項」のページ  

    16 歳未満の扶養親族に関する入力を行う ○✔入力ありで表示されています。⇒（３０） 
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（３０）「基本情報の入力」のページ １／３ 

    「氏名・電話番号の入力」必要事項を入力（プルダウン選択含む） 

＊ここでは事例の「氏名（フリガナ）：トウカイ タロウ」、「氏名（漢字）：東海 太郎」、 

「電話番号：勤務先：0463-93-1111」を入力 

 

 

（３０）「基本情報の入力」のページ ２／３ 

    「住所の入力」＞「現在の住所の入力」必要事項を入力（プルダウン選択含む） 

＊ここでは事例の 

「納税地の区分：住所地」「郵便番号：2591143」「都道府県・市区町村：神奈川県伊勢原市」 

「丁目番地等：下糟屋１－２－３」を入力「提出先税務署：神奈川県 平塚」が自動選択される 

      郵便番号を入力し、右隣の郵便番号から住所入力をクリックすると、都道府県・市区町村等が 

表示されるとともに「提出先税務署」が自動選択されます。 
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（３０）「基本情報の入力」のページ ３／３ 

    「その他の項目の入力」必要事項を入力（プルダウン選択含む）後「次へ」を選択⇒（３１） 

＊ここでは事例の「世帯主の氏名（漢字）：東海 太郎」、「世帯主からみた続柄：本人」、 

「整理番号：未記入」「提出年月日：令和 8（2026）年 2 月 25 日（作成日）」を入力 

ご自身が世帯主の場合、ご自身が世帯主をクリックすると氏名と続柄が自動表示されます。 

 

 

（３１）「マイナンバーの入力」のページ 

    マイナンバー（個人番号：１２桁）をそれぞれ入力して「次へ」を選択⇒（３２） 

    ＊ここでは「東海 太郎：0000-0000-0000」「東海 花子：1111-1111-1111」で入力 

 法律により申告書等にはマイナンバーの記載が義務付けられています。 
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（３２）「マイナンバーの入力」＞「確認」画面の表示 

     内容を確認後「閉じる」を選択⇒（３３） 

 
 

 

（３３）「申告書等の印刷」のページ 

    「印刷に当たっての留意事項」「印刷手順」を確認後 

「申告書表示・印刷する」をクリック⇒（３４）

 

 

昭和６０年１２月１２
日 
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（３４）確定申告書のダウンロード（ファイル名：r6syotoku） 

作成された確定申告書のＰＤＦデータをダウンロードすることができます。 

ＰＤＦデータを出力し、必要書類※を添付して書面提出してください。 

※主な必要書類 ①本人確認書類 ②寄附した団体等から交付を受けた寄附金の受領書等 
 

＜確定申告書見本＞ 次ページへ 

 

 

【書面提出時に作成される用紙】  

① 令和８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第一表 

② 令和８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 添付書類台紙 

③ 令和８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第二表 

④ 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 

⑤ 令和８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第一表（控） 

⑥ 令和８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第二表（控） 

⑦ 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 （控） 

⑧ 提出書類等のご案内 （提出先税務署の宛先付） 

（所得控除の場合は④、⑦は作成されず、６枚になります） 
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